
入
口
の
方
向(
一
○
三
―
Ａ)

号

外

二�
平

成
二
十
四
年

十

月

二

日

入
口
の
方
向(

一
○
三
―
Ｂ)

入
口
の
予
告(

一
○
四)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識
等
の
寸
法
を
定
め
る
規
則

(

道
路
維
持
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識
等
の
寸
法
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
八
号

岐
阜
県
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識
等
の
寸
法
を
定
め
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
県
道
に
設
け
る
案
内
標
識
等
の
寸
法
を
定
め
る
条
例(

平
成
二
十
四

年
岐
阜
県
条
例
第
六
十
六
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
案

内
標
識
等
の
寸
法
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

用
語
の
意
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令

(

昭
和
三
十
五
年
総
理
府
・
建
設
省
令
第
三
号)

及
び
条
例
の
例
に
よ
る
。

(

案
内
標
識
等
の
寸
法)

第
三
条

案
内
標
識
等
の
寸
法
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表(
第
三
条
関
係)

案
内
標
識

( ) 平成24年10月２日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
月
二
日



方
面
及
び
方
向

(

一
○
八
の

二
―
Ｅ)

方
面
及
び
車
線

(

一
○
七
―

Ａ)

非
常
電
話(

一
一
六
の
二)

方
面
及
び
車
線

(

一
○
七
―

Ｂ)

待
避
所(

一
一
六
の
三)

方
面
及
び
方
向

(

一
○
八
の

二
―
Ｄ)

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路

(

一
一
八
の
三
―
Ａ)

都
道
府
県
道
番
号

(

一
一
八

の
二
―
Ａ)

非
常
駐
車
帯(

一
一
六
の
四)

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路

(

一
一
八
の
三
―
Ｂ)

都
道
府
県
道
番
号

(

一
一
八

の
二
―
Ｂ)

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

(

一
一
八
の
四
―
Ａ)

都
道
府
県
道
番
号

(

一
一
八

の
二
―
Ｃ)

登
坂
車
線

(

一
一
七
の
二
―

Ａ)

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成24年10月２日 ( )２



ま
わ
り
道(

一
二
○
―
Ａ)

道
路
の
通
称
名

(

一
一
九
―

Ａ) 高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

(
一
一
八
の
四
―
Ｂ)

道
路
の
通
称
名

(

一
一
九
―

Ｂ) 高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

(

一
一
八
の
四
―
Ｃ)

道
路
の
通
称
名

(

一
一
九
―

Ｃ) 高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路

(

一
一
八
の
四
―
Ｄ)

路
面
凹
凸
あ
り

(

二
○
九
の

三) 右

(

又
は
左)

方
屈
曲
あ
り

(

二
○
二)

本
標
識
板
の
規
格

合
流
交
通
あ
り(

二
一
○)

信
号
機
あ
り(

二
○
八
の
二)

車
線
数
減
少(

二
一
一)

落
石
の
お
そ
れ
あ
り

(

二
○

九
の
二)

＋
形
道
路
交
差
点
あ
り

(

二

○
一
―
Ａ)

警
戒
標
識

( ) 平成24年10月２日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



補
助
標
識
板
の
規
格

幅
員
減
少(

二
一
二)

二
方
向
交
通(

二
一
二
の
二)

注
意
事
項(

五
一
○)

補
助
標
識

備
考一

本
標
識
板

１

寸
法

一�
寸
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
図
示
の
寸
法(

そ
の
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
と
す
る
。
以
下
同
じ
。)

を
基
準
と
す
る
。

二�
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
案
内
標
識
で
、
地
名
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
地
名
を
表
示
す
る
文
字
の
字
数
の
多
少
に
よ
り
図
示
の
横
寸
法
を
拡
大
し
、
又
は
縮
小

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三�
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
図
示
の
寸
法
の
三
倍
ま
で
拡
大

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四�
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
警
戒
標
識
に
つ
い
て
は
、
設
計
速
度
が
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
毎
時
以
上
の
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
図
示
の
寸
法
の
二
倍
ま
で
、

設
計
速
度
が
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
上
の
自
動
車
専
用
道
路
に
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
図
示
の
寸
法
の
二
・
五
倍
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る｢

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)｣

を
表
示
す
る

案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
便
所
を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
図
示
の
横
寸

法
を
図
示
の
寸
法
の
二
・
五
倍
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る｢

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)｣

、｢

都
道
府
県

道
番
号(

一
一
八
の
二
―
Ａ)｣

、｢

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
三
―
Ａ
及
び

一
一
八
の
三
―
Ｂ)｣

、｢

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
四
―
Ａ
及
び
一
一
八
の
四
―

Ｂ)｣

及
び｢

ま
わ
り
道(

一
二
○
―
Ａ)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
並
び
に
警
戒
標
識
に
つ

い
て
は
、
道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
図

示
の
寸
法(

五�
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
図
示
の
横
寸
法
を
拡
大
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
拡
大
後
の
図
示
の
寸
法)

の
一
・
三
倍
、
一
・
六
倍
又
は
二
倍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

七�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る｢

登
坂
車
線(

一
一
七
の
二
―
Ａ)｣

、｢

都
道

府
県
道
番
号(

一
一
八
の
二
―
Ｂ
及
び
一
一
八
の
二
―
Ｃ)｣

及
び｢

道
路
の
通
称
名(

一

一
九
―
Ａ
、
一
一
九
―
Ｂ
及
び
一
一
九
―
Ｃ)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
道

路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
図
示
の
寸
法

の
一
・
五
倍
又
は
二
倍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

八�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る｢

道
路
の
通
称
名(

一
一
九
―
Ａ
、
一
一
九
―

Ｂ
及
び
一
一
九
―
Ｃ)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
表
示
す
る
文
字
の
字
数
に

よ
り
図
示
の
横
寸
法(｢

道
路
の
通
称
名(

一
一
九
―
Ｃ)｣

を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

縦
寸
法)

を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

文
字
等
の
大
き
さ
等

一�
寸
法
が
図
示
さ
れ
て
い
る
文
字
及
び
記
号
の
大
き
さ
は
、
図
示
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

二�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る
案
内
標
識
で
、｢

入
口
の
方
向(

一
○
三
―

Ａ
及
び
一
○
三
―
Ｂ)｣

、｢

入
口
の
予
告(

一
○
四)｣

、｢

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名

の
予
告(

一
○
八
の
三)｣

、｢

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名(

一
○
八
の
四)｣

、｢

著
名

地
点

(
一
一
四
―
Ｂ)｣

、｢

非
常
電
話

(

一
一
六
の
二)｣

、｢

待
避
所

(

一
一
六
の
三)｣

、

｢

非
常
駐
車
帯(

一
一
六
の
四)｣

、｢

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)｣

、｢

登
坂
車
線(

一
一
七
の

二
―
Ａ)｣

、｢
都
道
府
県
道
番
号(

一
一
八
の
二
―
Ａ
、
一
一
八
の
二
―
Ｂ
及
び
一
一
八
の
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三
○
以
下

四
○
、
五
○
又
は
六
○

七
○
以
上

設
計
速
度(

単
位

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時)

一
○
二
○
三
○

文
字
の
大
き
さ(

単
位

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

二
―
Ｃ)｣

、｢

総
重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
三
―
Ａ
及
び
一
一
八
の
三
―
Ｂ)｣

、

｢

高
さ
限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
四
―
Ａ
及
び
一
一
八
の
四
―
Ｂ)｣

、｢

道
路
の
通
称

名(

一
一
九
―
Ａ
、
一
一
九
―
Ｂ
及
び
一
一
九
―
Ｃ)｣

及
び｢

ま
わ
り
道(

一
二
○
―
Ａ)｣

を
表
示
す
る
も
の
以
外
の
も
の
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
県
道
の
設
計
速
度
に
応
じ
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
値(

ロ
ー
マ
字
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
十
分
の
七
の
値)

を
基
準
と
す
る
。

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
一
・
五
倍
、
二
倍
、
二
・
五
倍
又
は
三

倍
に
、
そ
れ
ぞ
れ
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三�
｢

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名
の
予
告(
一
○
八
の
三)｣

及
び｢

方
面
、
方
向
及

び
道
路
の
通
称
名(

一
○
八
の
四)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
つ
い
て
は
、
矢
印
外
の
文

字
の
大
き
さ
は
、
二�
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
し
、
矢
印
中
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
矢
印
外
の

文
字
の
大
き
さ
の
○
・
六
倍
の
大
き
さ
と
す
る
。

四�
｢

著
名
地
点(

一
一
四
―
Ｂ)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
の
文
字
の
大
き
さ
は
、
十
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル(

ロ
ー
マ
字
に
あ
っ
て
は
、
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

を
標
準
と
す
る
。

五�

｢

市
町
村(

一
○
一)｣

、｢

都
府
県(

一
○
二
―
Ａ)｣

並
び
に｢

方
面
、
方
向
及
び
距
離

(

一
○
五
―
Ａ
、
一
○
五
―
Ｂ
及
び
一
○
五
―
Ｃ)｣

、｢

方
面
及
び
距
離(

一
○
六
―
Ａ)｣

、

｢

方
面
及
び
車
線(

一
○
七
―
Ａ
及
び
一
○
七
―
Ｂ)｣

、｢

方
面
及
び
方
向
の
予
告(
一
○
八
―

Ａ
及
び
一
○
八
―
Ｂ)｣

、｢

方
面
及
び
方
向(

一
○
八
の
二
―
Ａ
、
一
○
八
の
二
―
Ｂ
、
一

○
八
の
二
―
Ｃ
、
一
○
八
の
二
―
Ｄ
及
び
一
○
八
の
二
―
Ｅ)｣

、｢

方
面
、
方
向
及
び
道
路

の
通
称
名
の
予
告(

一
○
八
の
三)｣

、｢

方
面
、
方
向
及
び
道
路
の
通
称
名(

一
○
八
の
四)｣

及
び｢

著
名
地
点(

一
一
四
―
Ａ
及
び
一
一
四
―
Ｂ)｣

を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
、
そ
れ

ぞ
れ
市
町
村
章
、
県
章
及
び
公
共
施
設
等
の
形
状
等
を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
場
合
の
当
該

記
号
の
大
き
さ
は
、
日
本
字
の
大
き
さ
の
一
・
七
倍
以
下
の
大
き
さ
と
す
る
。

六�
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る｢

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)｣

を
表
示
す
る

案
内
標
識
に
便
所
を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
場
合
の
当
該
記
号
の
大
き
さ
は
、
駐
車
場
を
表

示
す
る
記
号
の
○
・
七
倍
以
下
の
大
き
さ
と
す
る
。

七�
縁
、
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
次
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

�
案
内
標
識

縁
は
、
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
県
道
に
設
置
す
る
も
の
で
、｢

待
避
所(

一
一
六
の

三)｣

、｢

駐
車
場(

一
一
七
―
Ａ)｣

及
び｢

ま
わ
り
道(

一
二
○
―
Ｂ)｣

を
表
示
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、｢

都
道
府
県
道
番
号(

一
一
八
の
二
―
Ａ)｣

、｢

総

重
量
限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
三
―
Ａ
及
び
一
一
八
の
三
―
Ｂ)｣

及
び｢

高
さ

限
度
緩
和
指
定
道
路(

一
一
八
の
四
―
Ａ
及
び
一
一
八
の
四
―
Ｂ)｣

を
表
示
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
十
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、｢

登
坂
車
線(

一
一
七
の
二
―
Ａ)｣

を
表
示
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、｢

都
道
府
県
道
番
号(

一
一
八
の
二
―
Ｂ
及
び
一
一

八
の
二
―
Ｃ)｣

及
び｢

道
路
の
通
称
名(

一
一
九
―
Ａ
、
一
一
九
―
Ｂ
及
び
一
一
九
―

Ｃ)｣

を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は

日
本
字
の
大
き
さ
の
二
十
分
の
一
以
上
の
太
さ
と
し
、
縁
線
及
び
区
分
線
は
、
日
本
字
の

大
き
さ
の
二
十
分
の
一
以
上
の
太
さ
と
す
る
。

�
警
戒
標
識

縁
及
び
縁
線
は
、
十
二
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

二

補
助
標
識
板

１

図
示
の
寸
法
を
基
準
と
す
る
。

２

補
助
標
識
は
、
そ
の
附
置
さ
れ
る
本
標
識
板
の
拡
大
率
又
は
縮
小
率
と
同
じ
比
率
で
拡
大
し
、

又
は
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

( ) 平成24年10月２日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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